
 

 

 

 

虐待防止に関する基準 

社会福祉法人 来島会 

（目的） 

第１条 職員は、本法人が運営する障害者福祉施設の障害者である利用者（以下「利用者」

という。）について、人間としての尊厳が守られ、豊かな人生を自己実現できるよう支

援することが支援者たる本法人の責務であることを認識するとともに、確固たる倫理

観をもって、その専門的役割を自覚し、利用者が福祉サービスを適切に利用できるよ

う支援する。 

 

（職員の基本姿勢） 

第２条  職員の基本姿勢は以下の通りとする。 

（１） 利用者の人間としての尊厳を大切にし、権利擁護に努めなければならない。 

（２） 支援、援助者としての立場を自覚し、利用者の主体性、個性を重んじなけ

ればならない。 

（３） 利用者が社会を構成する一員として、市民生活がおくれるよう、支援、援

助しなければならない。 

（４） 利用者一人ひとりに障害の軽減と自己実現に向けた、専門的支援・援助を

行わなければならない。 

（５） 専門的役割と使命を自覚し、絶えず自己研鑽に努めなければならない。 

（６） 地域社会に存在する施設としての役割を認識し、障害のある人たちの地域

生活の支援に努めなければならない。 

（７） 職員は、他の職員による虐待と疑われる行為を発見したときは、速やかに

虐待防止責任者に相談・報告するとともに、その利用者の支給決定をした市

町村の窓口に通報しなければならない。 

 

（虐待の形態） 

第３条 虐待とは以下の形態のこという。 

（１） 身体的虐待 

        身体的に痛みや傷害をもたらすような物理的な力を意図的に用いること

であり、利用者が身体的な暴力をふるわれることである。又、薬の不適切

な服用や不適切な行動の制限や拘束も含まれる。 

（２） 性的虐待 

利用者への合意がないあらゆる種類の性的接触のことであり、同意を与

える能力が十分備えていない利用者との性的接触や性的嫌がらせ等も含ま

れる。 

（３） 情緒的、心理的虐待 



 

 

 

 

言葉や行動で精神的苦痛を与えることであり、脅したり、傷つけたりす

るような言葉を利用者に向けることはもちろん、意図的に利用者を無視す

ることで、疎外感や孤立感を抱かすようなことも含まれる。 

（４） 放任 

障害者に対して行うべきこと（支援）を拒否したり、十分に行うことが

できない状態のことを言う。放任には意図的に行われる積極的放任、知識

や理解の不足から結果的に放任に至る消極的放任がある。 

（５） 経済的、物質的虐待 

障害者の所持する資産を不法にあるいは不適切に使用することであり、

利用者の年金や貯金、土地家屋を承諾のないまま、あるいは無理強いをし

て使ってしまったり、名義を換えてしまうことである。 

  ２ 職員は利用者に対する日々の支援において虐待の防止に努めなければならない。 

 

（虐待防止責任者） 

第４条 虐待防止責任者は、各施設及び事業の長を充てる。 

２ 虐待防止責任者は、利用者の権利擁護のため必要に応じて職員研修の場を設ける。 

３ 虐待防止責任者は、虐待行為を確認した場合、倫理委員会を開催し、その内容を理

事長に報告しなければならない。 

 

(理事長の義務) 

第５条 理事長は、職員との協定により理事会において処分内容について判断を仰ぐ。 

 

（周知方法） 

第６条 虐待防止責任者は、虐待の事実が認められた場合、その内容を職員研修の場で報告

しなければならない。 

２ 虐待防止責任者は利用者や家族等に対し、氏名、連絡先を周知する。 

 

（虐待の確認） 

第７条 通報者及び当事者からの虐待報告を受けた虐待防止責任者は、次の事項を書面に記

録し、その虐待の内容について職員に確認する。 

（１） 虐待の内容 

（２） 通報者又は当事者の希望 

（３） 第三者委員への報告の要否 

 

（市町村への通報） 

第８条 虐待防止責任者は、職員からの相談・報告により、虐待行為を確認した場合は、速



 

 

 

 

やかに虐待を受けた利用者の支給決定をした市町村の窓口に通報しなければならない。 

 

（倫理委員会） 

第９条 倫理委員会は以下の者で構成する。 

（１） 虐待防止責任者 

（２） 社会福祉法人来島会の管理職 

（３） グループ各地区の職員会役員 

（４） 第三者委員 

２ 通報者、当事者の希望により前項より（４）を除くことができる。 

 

（第三者委員） 

第１０条 社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進する

ため、第三者委員を置く。 

２ 第三者委員は理事長が選任し委嘱する。 

３ 第三者委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。 

４ 第三者委員は法人評議員、法人監事、民生委員、児童委員、学識経験者、弁護士、

社会福祉士、精神保健福祉士、保護司の内若干名を充て、次の職務を行う。 

（１） 虐待防止責任者からの受付けた内容の報告聴取 

（２） 通報者又は当事者からの直接受付 

（３） 通報者又は当事者への助言 

（４） 通報者と虐待防止責任者の話合いへの立会と助言 

（５） 虐待防止責任者からの虐待に係る事案の改善状況等の報告聴取 

（６） 日常的な状況把握と意見聴取 

５ 第三者委員への報酬は実費弁償を除き無報酬とする。 

 

（虐待受付けの報告） 

第１１条 虐待防止責任者は、通報者及び当事者が第三者委員への報告を拒否した場合を除

き、受付けた虐待はすべて第三者委員に報告する。 

２ 投書など匿名の虐待については倫理委員会を開催し、必要な対応をする。 

 

（虐待防止の努力） 

第１２条 虐待防止責任者は通報者又は当事者との話合いによる解決に努める。その際、通

報者、当事者または虐待防止責任者は必要に応じて第三者委員の助言及び立会いを求

めることができる。 

２ 第三者委員の立会による通報者、当時者または倫理委員会による話合いは、次によ

り行う。 



 

 

 

 

（１） 第三者委員による虐待内容の調査確認 

（２） 第三者委員による改善案の調整、助言 

（３） 話合いの結果や改善事項の書面での記録と確認 

 

（虐待の記録、報告） 

第１３条 虐待防止責任者は、サービスの質の向上や、運営の適正化を確保するため、虐待

の報告から改善までの経過と結果について書面に記録し、保存する。 

２ 虐待防止責任者は一定期間ごとに結果について第三者委員に報告し、必要な助

言を受ける。 

３ 虐待防止責任者は通報者又は当事者に改善を約束した事項について、第三者委

員に対して一定期間後報告する。 

 

（虐待の公表） 

第１４条 虐待の結果を個人情報に関するものを除き公表するものとする。 

 

 

 

 

附則 この基準は、平成 18年 4月 1日から施行する。 

この基準は、平成 24年 10月 1日より改定・施行する。 

この基準は、平成 25年 3月 19日より改定・施行する。 



 

 

虐待防止の仕組み（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発見者又は当事者（利用者、保護者等、職員） 

虐待防止責任者（各所属の長） 

事実確認（早急な対応が必要な場合は、その対応） 

事実確認、訪問調査 

相談・報告 

通報 

第三者委員 

○○ ○○ ℡ ○○○-○○○-○○○○ 

○○ ○○ ℡ ○○○-○○○-○○○○ 

（必要に応じて） 

権限の行使 

通報 

市町村 
事実確認への協力 

 

市町村による事実確認 

 

都道府県 

 

市町村による指導等 
指導等への対応 

（必要に応じて） 

調査、権限の行使 

指導等への対応 

 

都道府県による調査、指導等 

 

・虐待内容の報告、確認 

・改善案の調整、助言 

公 表 
(毎年度) 

倫理委員会 

・虐待内容の確認、調査 

・対応、処分の検討 

・理事長に報告 

支援方法の再検討 

・支援方法の見直し 

（誤解を招かない支援へ） 

・相談者等への説明 

 

解 決 

・第三者委員への報告 

・結果の公表 


